
              
新田自治会の皆さま          令和４年１２月１９日 

               新田自治会長 飯島康典 
 

 

令和 5 年も『どんど焼き』を開催します！ 
 
 

早いもので本年も残りわずかとなってまいりました。 日頃より皆様には自治会運営にご

理解とご協力をいただき心から感謝申し上げます。 

今年は新田自治会全体としては、初めてと思われる伝統行事「どんど焼き」を開催いたし

ました。お子様からご年配の方まで非常に多くの方々が、集い楽しい行事となりました。令

和５年度も新年の行事として、また、地域ふれあいの機会として、下記日程により開催いた

しますので、皆様お誘いあわせのうえ、ご参加くださいますようご案内申し上げます。 
 

記 

♢ 日 時：令和５年１月８日（日） 

♢ 会 場：学童保育所太郎の家広場（大星神社南） 

♢ 当日の予定： 

  ◉ 午前 ９時～10 時   お焚き上げ品（正月飾り等）の受付 

  ◉ 午前 10 時～11 時  櫓作りおよび櫓飾り付け 

  ◉ 午後 2 時～ 4 時   どんど焼き （点火 午後２時） 
 
☞ 住民の皆様へのお願い       

 

① ご家庭に正月飾り、しめ縄、御札、書初め、だるま等のお焚き上げ品が、ございました

ら、１月８日（日）午前９時～１０時の間に会場へお持ちください。 

② 当日午前１０時から青竹で櫓を組みますが、この間、約１時間程度、正月飾りやだるま

等で櫓の飾り付けをお手伝いいただける子供さんがいましたら、ご参加ください。 

③ 繭玉（まゆだま）も各ご家庭で前日に作り、当日、会場へご持参ください。どんど焼きの

燃やした残り火で焼いた繭玉を食べると 1年間健康でいられるとの言い伝えがあります。

繭玉以外にもサツマイモやお餅等をご持参いただき、焼いて食して無病を願いましょう。  

④ 会場では、マスクの着用、手指消毒やソーシャルディスタンスの確保等、感染防止対策

にご協力をお願いいたします。 

⑤ お焚き上げの際には、火が一気に高く上り、火の粉が落ちてきます。また、お焚き上げの

炎は非常に高温となりますので、櫓から十分離れてご覧いただくと共にご来場の際の服

装（眼鏡のプラスチックレンズ等も）にも十分ご注意ください。 
 

※「どんど焼き」開催に際し、市教育委員会学校教育課の使用許可、太郎の家および消防団 

第三分団の皆様のご協力をいただいております。 
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